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日
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議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
主
要
国
首
脳
会
議
（
Ｇ
�
サ
ミ
ッ
ト
）
の
開
催
地
選
定
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
主
要
国
首
脳
会
議
（
Ｇ
�
サ
ミ
ッ
ト
）
の
開
催
地
選
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
報
道
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

主
要
国
首
脳
会
議
（
以
下
「
Ｇ
�
サ
ミ
ッ
ト
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
経
済
局
が
主
管
し
て
お
り
、
同
局
の

長
は
、
小
田
部
陽
一
経
済
局
長
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

Ｇ
�
サ
ミ
ッ
ト
開
催
地
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
及
び
警
察
庁
等
か
ら
成
る
政
府
調
査
団
が
、
二
千
八
年
Ｇ
�
サ
ミ

ッ
ト
誘
致
を
正
式
に
表
明
し
た
す
べ
て
の
地
方
自
治
体
に
お
い
て
現
地
調
査
を
行
い
、
そ
の
上
で
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
が
、

「
美
し
い
国
日
本
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
致
す
る
こ
と
、
二
千
八
年
の
Ｇ
�
サ
ミ
ッ
ト
で
も
環
境
が
テ
ー
マ
と
な
る
と
思
わ
れ

る
こ
と
、
警
備
体
制
を
組
む
に
当
た
っ
て
地
域
へ
の
影
響
が
少
な
い
こ
と
、
北
海
道
に
は
世
界
に
誇
れ
る
美
し
い
自
然
が
あ

る
こ
と
、
地
方
か
ら
日
本
の
す
ば
ら
し
さ
を
世
界
に
発
信
す
る
こ
と
等
を
総
合
的
に
判
断
し
、
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一



Ｇ
�
サ
ミ
ッ
ト
の
開
催
地
候
補
と
し
て
名
乗
り
を
上
げ
た
地
方
自
治
体
は
、
時
系
列
順
に
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
五
月

京
都
府
及
び
大
阪
府

平
成
十
七
年
十
一
月

横
浜
市

平
成
十
八
年
十
月

岡
山
県
及
び
香
川
県

平
成
十
九
年
三
月

北
海
道

五
に
つ
い
て

Ｇ
�
サ
ミ
ッ
ト
開
催
地
の
決
定
の
理
由
及
び
経
緯
は
三
及
び
四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
御
指
摘
は
当
た
ら

な
い
と
考
え
る
。

二


